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令和 5 年度 第 2回江津市農業委員会総会 

日時：令和 5 年 5月 22 日(月) 午前 9 時 30 分～ 

場所：江津市総合市民センター 2階会議室 

議事日程 

第1 会議録署名委員の指名 

第2 報告 第1号 農地法第18条第6項の規定による届出について 

第3 承認 第1号 農地の地形変更届出について 

第4 議案 第1号 農地法第4条第１項の規定による許可申請について 

第5 議案 第2号 農地法第5条第１項第6号の規定による農地転用届出について 

第6 議案 第3号 農地法第5条第１項の規定による許可申請について 

第7 議案 第4号 非農地証明について 

第8 意見 第1号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用権集積計画の承認について 

 意見 第2号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用権集積計画の承認について 

第9 その他 

○出席農業委員（10 名） 

1 番 佐々木英夫 2 番山田博 3 番 山本秀彦 4 番 藤井孝子  

5 番 柳原良雄 6番 和田幸子 8 番 二本木俊二 9番 田代和秋 

１0 番 深野政勝 11 番 原田和徳 

 

○ 出席推進委員（9 名） 

盆子原 温、井上清澄、階本誠一、野田英夫、佐々木建也、 

湯淺憲昭、仲津和法、壱岐和功、野村耕平 

 

○出席した事務局職員 事務局長 大賀千晶 参事 藤田佳久 主任 津島正彦 

 

○ 午前 9 時 30 分 農業委員会総会 開議 

事務局  おはようございます。ご案内の時間になりましたので、ただ今から令和 5年

度、第 2回江津市農業委員会総会を開会いたします。それでは、会長にあいさ

つの後、議事進行をよろしくお願いします。 
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会 長  おはようございます。それでは、ただ今より、令和 5 年度、第 2 回江津市

農業委員会総会を開会いたします。コロナウイルスも５類へ移行し沈静化して

いる状況ですが、皆様おかれましては今後も十分注意するようお願いいたしま

す。さて、皆様もご存じのとおり、地域計画策定に向けて本格的に始動開始し

ました。該当区域の委員さんには個別に連絡して会議に出席していただいたと

ころです。今後も詳細な策定に向けて農業者への聞き取り調査をはじめ、ご尽

力いただきますようお願いいたします。また、慶びの報告ですが、桜江町今田・

市山地域の農地利用最適化推進委員である井上清澄さんが江津市から永年勤

続による功労者表彰を受賞いたしました。市町村合併以前から長年に亘り農業

委員の業務にご尽力いただいたことによる表彰です。おめでとうございます。

それでは本日の総会ですが、大村委員、河村推進委員、崎谷推進委員から欠席

の報告がありました。出席委員につきましては過半数以上でありますので本総

会は成立しております。本日の議事は、お手元の議事日程により進行いたしま

す。なお、発言の際には挙手の上、指名を受けてからお願いいたします。 

会 長  日程第１、会議録署名委員の指名につきましては、私から指名したいと思い

ますが、ご異議ございませんか。 

〔 「異議なし」と呼ぶ者あり 〕 

会 長  ご了解をいただきましたので、5番 柳原委員、6 番 和田委員を会議録署名

委員に指名いたします。よろしくお願いいたします。 

 農地法 第 18条第 6項  

≪ 桜江町谷住郷 ≫ 

会 長  日程第 2、報告第 1 号「農地法第 18 条第 6 項の規定による届出の 1 につ

いて」を議題といたします。事務局より報告をお願いいたします。 

事務局  報告第 1 号、農地法第 18 条第 6 項の規定による届出についてでございま

す。農地の所在は桜江町谷住郷●●●●番、地目は田、面積は●●●㎡です。

賃貸人は●●●●代理相続人、●●●●さん、●●●市●●区●●●－●●●

－●●●です。賃借人が●●●●●●●●、●●●●さん、●●市●●町●●

●番地です。合意解約でございます。解約の届出が 5 月 1 日、解約成立日は

3 月 31日、引き渡しが 4 月 30日となっております。以上です。 

会 長  ただ今、事務局より報告がありましたが、この件についてご質問はございま

せんか。 
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〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

会 長  質問が無いようであります。報告のとおり農地法第 18条第 6項の規定の 1

による届出については、ご了承願います。 

≪ 桜江町谷住郷 ≫ 

会 長  次に、報告第 1 号「農地法第 18条第 6項の規定による届出の 2 について」

を議題といたします。事務局より報告をお願いいたします。 

事務局  報告第 1 号、農地法第 18 条第 6 項の規定による届出についてでございま

す。農地の所在は桜江町谷住郷●●●●番、地目は田、面積は●●●●㎡です。

賃貸人は●●●●さん、●●県●●市●●丁目●●番●●●号です。賃借人が

●●●●●●●●、●●●●さん、●●市●●町●●●番地です。合意解約で

ございます。解約の届出が 5 月 1 日、解約成立日は 3 月 31 日、引き渡しが

4 月 30日となっております。以上です。 

会 長  ただ今、事務局より報告がありましたが、この件についてご質問はございま

せんか。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

会 長  質問が無いようであります。報告のとおり農地法第 18条第 6項の規定の 2

による届出については、ご了承願います。 

 地形変更届出  

≪ 後地町 ≫ 

会 長  日程第 3、承認第 1 号「農地の地形変更届出について」を議題といたしま

す。事務局の説明に続き、担当委員の藤井委員から調査結果の報告をお願いい

たします。事務局の説明をお願いします。 

事務局  それでは承認第 1号、農地の地形変更届出についてです。農地の所在は後地

町●●●●番、地目は田、面積は●●●●㎡、後地町●●●●番、地目は田、

面積が●●●●㎡の内●●●㎡です。所有者は●●●●さん、●●市●●町●

●●●番地です。地形変更届出者も●●●●さんです。地形変更の理由としま

しては、田から畑への切替えということで、県による公共工事における残土を

田に入れて畑に転換するということでございます。工期は令和 5 年 5 月 23

日から令和 6 年 5 月 22 日です。隣接地に影響を与えないよう緩衝勾配で整

形し、令和 3年度施工時と同じ高さとし土砂の流出を防ぐ。また、盛土表面に
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は営農に支障が出ないように、畑として利用するための耕土を設置するとのこ

とです。以上です。 

会 長  それでは、藤井委員から調査結果の報告をお願いします。 

4 番委員 説明をいたします。位置図は１ページをご覧ください。1６日に現地確認を

いたしました。上部中央の道路を北上すれば国道 9号線に接する位置です。左

下から右下に向けて、●●●●●●●●が通っており、浅利から進んで都治集

落に差し掛かる約●●●m手前の交差点付近です。申請地は令和３年度に嵩上

げを行った農地の隣接地であり、同様の手法で地形変更を行うということでし

た。確認したところ隣接地への影響もないと思われますので、特に問題は無い

と思います。以上です。 

会 長  ただ今、説明及び調査結果の報告がありましたが、この件について、何かご

質問等はありませんか。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

会 長  質問等が無いようでありますので、採決いたします。この件について、承認

することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

〔 挙手全員 〕 

会 長  挙手全員と認めます。よって、農地の地形変更届出については、承認するこ

とに決しました。 

 農地法 第４条  

≪ 松川町八神 ≫ 

会 長  日程第 4、議案第 1 号「農地法第 4 条第１項の規定による許可申請の 1 に

ついて」を議題といたします。事務局の説明に続き、担当委員の二本木委員か

ら調査結果の報告をお願いいたします。事務局の説明をお願いいたします。 

事務局  議案第 1 号、農地法第 4 条第１項の規定による許可申請でございます。番

号は 1番。農地の所在は松川町八神●●●番、地目は畑、面積は●●●㎡です。

申請人は●●●●さん、●●市●●区●●町●丁目●番●●●号です。転用目

的は個人住宅の建築で、詳細としましては昭和 29年月日不詳から申請地に居

宅を建てているということで、現状に合わせての申請で顛末書が添付されてい

ます。以上です。 

会 長  それでは、二本木委員から調査結果の報告をお願いいたします。 

8 番委員 はい、それでは位置図の 2 ページをご覧ください。左側に国道 261号線が
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ございます。国道 9 号線から入ってくる方向で下側は桜江町方面になります。

9 号線から約●●キロの辺りに松川町●●地区がございますが、●●して市道

に入り約●●●m 進んだところが申請地です。申請者の親族が居住していると

のことでした。お話を伺ったところ、本年、相続登記を行った際に住居の敷地

が農地であると判明したため、改めて転用の申請を行うとのことでした。昭和

２９年に住居を建てて居住しており、状況等を記載した顛末書も添付されてい

たとのことですので問題はないと思います。ご審議の程よろしくお願いいたし

ます。以上です。 

会 長  ただ今、説明と調査結果の報告がありました。この件について、何かご質問

はございませんか。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

会 長  質問等が無いようでありますので、採決いたします。申請のとおり、決する

ことに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

〔 挙手全員 〕 

会 長  挙手全員と認めます。よって、農地法第 4条第１項の規定による許可申請の

1 については、可決されました。 

 農地法 第５条第 1項第 6号  

≪ 松川町太田 ≫ 

会 長  日程第 5、議案第 2号、「農地法第 5 条第１項第 6号の規定による農地転用

届出について」を議題といたします。事務局の説明に続き、担当委員の二本木

委員から調査結果の報告をお願いいたします。事務局の説明をお願いいたしま

す。 

事務局  議案第 2 号、農地法第 5 条第１項第 6 号の規定による農地転用届出でござ

います。農地の所在は松川町太田●●●番、地目は畑、面積が●●●㎡の内●

●．●●㎡です。譲渡人は●●●●さん、●●市●●町●●●番地です。譲受

人は国土交通省中国地方整備浜田河川国道事務所、●●●●さん、浜田市相生

町●●●番地です。転用目的は工事用道路でございます。状況としましては、

公共工事で、遺跡調査の為に発掘するということでの工事と、堤防の設置の係

る迂回路設置工事の為に、農地を一時転用するということでございます。対価

は年額●●●●円です。転用期間は令和 5 年 6 月 1 日から令和 10 年 3 月

31 日となっております。以上です。 
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会 長  それでは、二本木委員から調査結果の報告をお願いいたします。 

8 番委員 はい、それでは位置図の３ページをご覧ください。先ほど４条申請審議の際

に説明した場所の●●●m手前の松川町太田地区でございますが、３月総会で

許可のあった通り、迂回路の道路を設置するということに伴っての転用です。

今回は、この迂回路を使用して出入りをしてもらう建設業者のユニック車が通

行の際に道路幅が狭く重機走行に不都合があるとのことで、回転場所を追加申

請するということでした。ご審議の程よろしくお願いいたします。以上です。 

会 長  ただ今、説明と調査結果の報告がありましたが、この件について、何かご質

問等はありませんか。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

会 長  質問等が無いようであります。採決をいたします。申請のとおり、決するこ

とに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

〔 挙手全員 〕 

会 長  挙手全員と認めます。よって、農地法第 5 条第１項第 6 号の規定による農

地転用届出については、可決されました。 

 農地法 第５条  

≪ 桜江町今田 ≫ 

会 長  日程第 6、議案第 3号、「農地法第 5 条第１項の規定による許可申請の 1に

ついて」を議題といたします。この議題は井上推進委員が関する事項になりま

すので、農業委員会等に関する法律第 31 条第 1 項の規定により、井上推進委

員の退席を求めます。 

〔 井上清澄推進委員 退席 〕 

会 長  事務局の説明に続き、担当委員の田代委員から調査結果の報告をお願いいた

します。事務局の説明をお願いいたします。 

事務局  議案第 3 号、農地法第 5 条第１項の規定による許可申請でございます。番

号は 1番です。農地の所在は桜江町今田●●●番、地目は田、面積が●●●㎡

です。譲渡人は●●●●さん、●●●市●●●町●●●番地です。譲受人は●

●●●さん、●●市●●町●●●番地です。理由としましては、申請地に倉庫

を建築して利用するということでございます。対価は１０ａあたり●●●千円

で、工期は許可の日から令和 6 年 3 月末日となっております。以上です。 

会 長  それでは、田代委員から調査結果の報告をお願いいたします。 
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9 番委員 はい、それでは位置図の５ページをご覧ください。中央の上部の道路が桜江

町●●地内から●●地区へ接続する市道で、●●●を渡ったところが今田地区

です。交差点を●●し約●●●m進み、枕の滝川河口から●●●側に約●●●

m の●●●●●の手前の●●●に位置します。農業用の器具倉庫とのことです

が、駐車スペースも設けるとのことでの転用申請です。周囲の農地に影響はな

いと思われますので問題はないと思います。ご審議の程よろしくお願いいたし

ます。以上です。 

会 長  ただ今、説明と調査結果の報告がありましたが、この件について、何かご質

問等はありませんか。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

会 長  質問等が無いようであります。採決をいたします。申請のとおり、決するこ

とに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

〔 挙手全員 〕 

会 長  挙手全員と認めます。よって、農地法第 5条第１項の規定による許可申請の

1 については、可決されました。 

〔 井上清澄推進委員 退席解除 〕 

 

≪ 二宮町神主 ≫ 

会 長  次に議案第 2 号、「農地法第 5 条第１項の規定による許可申請の 2 につい

て」を議題といたします。事務局の説明に続き、担当委員の深野委員から調査

結果の報告をお願いいたします。事務局の説明をお願いいたします。 

事務局  番号は２番です。農地の所在は二宮町神主●●●番、地目は畑、面積が●●

●㎡です。譲渡人は●●●●さん、●●府●●市●●町●丁目●番●●号です。

譲受人は株式会社●●●●●●、●●●●●●さん、●●市●●町●●●番地

です。転用理由は宅地造成でございます。対価は 10ａあたり●●●●千円で、

工期は許可の日から令和 6 年 1 月末日となっております。以上です。 

会 長  それでは、深野委員から調査結果の報告をお願いいたします。 

10 番委員 それでは、説明をいたします。位置図は６ページをご覧ください。図面を

横長に見ていただいて左側上部を斜めに国道９号線が通っておりまして、信号

のある交差点付近に●●●●●●がありますが、その交差点を●●●へ約●●

●ｍ進みますと申請地がございます。今は何も作られておりません。草が生え
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ておりますが、雑木は生えておりません。放置されている状況です。周りは徐々

に宅地化されてきております。排水は申請地部分のすぐ横に排水路があります

ので、そちらに流せば問題無いと思います。ご審議の程よろしくお願いいたし

ます。以上です 

会 長  ただ今、説明と調査結果の報告がありましたが、この件について、何かご質

問等はありませんか。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

会 長  質問等が無いようであります。採決をいたします。申請のとおり、決するこ

とに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

〔 挙手全員 〕 

会 長  挙手全員と認めます。よって、農地法第 5条第１項の規定による許可申請の

2 については、可決されました。 

≪ 都野津町 ≫ 

会 長  次に議案第 2 号、「農地法第 5 条第１項の規定による許可申請の 3 につい

て」を議題といたします。事務局の説明に続き、担当委員の深野委員から調査

結果の報告をお願いいたします。事務局の説明をお願いいたします。 

事務局  番号は 3番です。農地の所在は都野津町●●●番●、地目は畑、面積が●●

●㎡です。譲渡人は●●●●さん、●●県●●市大字●●●番地●●です。譲

受人は●●●●さん、●●市●●町●●●番地●です。転用理由は、自宅に隣

接する申請地を譲り受け、仮設物置の設置及び駐車場敷地として利用したいと

いうことです。対価は 10ａあたり●●●●千円で、工期は許可の日から令和

5 年 12月 31 日となっております。以上です。 

会 長  それでは、深野委員から調査結果の報告をお願いいたします。 

10 番委員 それでは、説明をいたします。位置図は７ページをご覧ください。横長に

見ていただいて、中央部に国道９号線に接続し跡市方面につながる市道がござ

います。道なりに進み、●●●●●●の横を通過し跡市方面へ約●●●m の地

点に交差点がございます。交差点を●●しまして約●●●mのところに申請地

がございます。隣接地は申請者の住宅です。整地して駐車場及び物置の設置と

いうことですが、周囲はすでに住宅地となっており転用に問題はないと思われ

ます。ご審議の程よろしくお願いいたします。以上です 

会 長  ただ今、説明と調査結果の報告がありましたが、この件について、何かご質
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問等はありませんか。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

会 長  質問等が無いようであります。採決をいたします。申請のとおり、決するこ

とに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

〔 挙手全員 〕 

会 長  挙手全員と認めます。よって、農地法第 5条第１項の規定による許可申請の

3 については、可決されました。 

≪ 都野津町 ≫ 

会 長  次に議案第 2 号、「農地法第 5 条第１項の規定による許可申請の 4 につい

て」を議題といたします。事務局の説明に続き、担当委員の深野委員から調査

結果の報告をお願いいたします。事務局の説明をお願いいたします。 

事務局  番号は 4番です。農地の所在は都野津町●●●番●●、地目は畑、面積が●

●●㎡です。譲渡人は●●●●さん、●●県●●市大字●●●番地●●です。

譲受人は●●●●さん、●●市●●町●●●番地●です。転用理由は個人住宅

の建築でございます。対価は 10ａあたり●●●●千円で、工期は許可の日か

ら令和 6 年 5 月 31日となっております。以上です。 

会 長  それでは、深野委員から調査結果の報告をお願いいたします。 

10 番委員 それでは、説明をいたします。位置図は７ページをご覧ください。場所に

ついては先ほど説明した農地の隣接地です。申請地は住宅建築のための転用と

いうことで周囲は住宅地となっており耕作地は見られません。影響もないと思

われます。ご審議の程よろしくお願いいたします。以上です 

会 長  ただ今、説明と調査結果の報告がありましたが、この件について、何かご質

問等はありませんか。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

会 長  質問等が無いようであります。採決をいたします。申請のとおり、決するこ

とに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

〔 挙手全員 〕 

会 長  挙手全員と認めます。よって、農地法第 5条第１項の規定による許可申請の

4 については、可決されました。 

 非農地証明  
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≪ 桜江町長谷 ≫ 

会 長  日程第 7、議案第 4 号「非農地証明の 1 について」及び「非農地証明の 2

について」を一括して議題といたします。事務局の説明に続き、担当委員の田

代委員、湯浅推進委員から調査結果の報告をお願いいたします。事務局の説明

をお願いいたします。 

事務局  議案第 3 号、非農地証明交付申請でございます。番号は 1 番です。農地の

所在は桜江町長谷●●●番、地目は登記簿が畑で現況が山林、面積が●●●㎡、

桜江町長谷●●●番、地目は登記簿が田で現況が山林、面積が●●●●㎡、桜

江町長谷●●●番、地目は登記簿が田で現況が山林、面積が●●㎡、桜江町長

谷●●●番、地目は登記簿が田で現況が山林、面積が●●●㎡、桜江町長谷●

●●●番、地目は登記簿が畑で現況が山林、面積が●●●●㎡、桜江町長谷●

●●●番●、地目は登記簿が畑で現況が山林、面積が●●●㎡です。続いて番

号 2 番です。農地の所在は桜江町長谷●●●●番●、地目は登記簿が田で現況

が原野、面積が●●●㎡、桜江町長谷●●●●番●、地目は登記簿が田で現況

が原野、面積が●●●㎡、桜江町長谷●●●●番●、地目は登記簿が田で現況

が原野、面積が●●●㎡、桜江町長谷●●●●番●、地目は登記簿が田で現況

が原野、面積が●●●㎡、桜江町長谷●●●●番●、地目は登記簿が畑で現況

が原野、面積が●●●㎡、桜江町長谷●●●●番●、地目は登記簿が畑で現況

が原野、面積が●●●㎡、桜江町長谷●●●●番●、地目は登記簿が畑で現況

が原野、面積が●●●㎡、桜江町長谷●●●●番●、地目は登記簿が畑で現況

が原野、面積が●●●㎡、桜江町長谷●●●●番●、地目は登記簿が田で現況

が原野、面積が●●●㎡、桜江町長谷●●●●番●、地目は登記簿が畑で現況

が原野、面積が●●●㎡、桜江町長谷●●●●番●、地目は登記簿が畑で現況

が原野、面積が●●●㎡です。所有者は●●●●、持分 4 分の 1、●●府●●

市●●●丁目●●●●番地、●●●●、持分 4 分の 1、●●県●●市●●町●

丁目●番●●●号、●●●●、持分 4 分の 1、●●県●●市●●町●●●番地

●●●、●●●●、持分 4 分の 1、●●市●●町●●●番地●です。申請事由

としましては、1番は昭和 47 年月日不詳から耕作しておらず、山林となって

いるということです。２番は昭和 60 年月日不詳から耕作しておらず、原野と

なっているということです。以上です。 

会 長  それでは、田代委員から調査結果の報告をお願いいたします。 
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9 番委員 それでは、説明をいたします。位置図は８ページ及び９ページと非農地証明

現況写真①②をご覧ください。縮尺が違いますが、９ページの中央左に位置す

る３３５５番 1と３３５４番１の間に8ページの斜線部分の農地が入ります。

位置は９ページ右下から中央上部に県道皆井田江津線が通っておりまして、長

谷集落の●●●●●●から●●●方面に約●●●m 進んだ県道沿線と申請者

の住居へ向けて●●し●●m 進んだ左側の農地そしてさらに●●●m 進んで

現在居住していない申請者の住宅付近及びその背後地のやや拓けた場所の農

地です。最適化推進委員の湯浅氏と同行し確認いたしました。県道沿線と自宅

進入路付近は、以前に耕作していたような形跡も見られましたが笹等が繁茂し

ており利用可能な農地ではないと思われました。また進入路は土砂崩落のため

通行困難な状態でした。自宅付近はとしては数年間にわたって管理ができない

状況であったと推察され、加えて、背後地においては雑木も茂っており農地と

しては活用できないと思われます。したがって非農地としての証明案件は妥当

であると思われます。ご審議の程よろしくお願いいたします。以上です 

会 長  続いて、湯浅推進委員から調査結果の報告をお願いいたします。 

湯浅推進委員 田代委員と同行して現地の確認を行いました。状況は委員が説明したと

おりで、長年に亘って耕作されず、雑木繁茂も提出された写真で確認できるよ

うに営農活動を行うことは難しく、非農地判断が妥当だと思われます。 

会 長  ただ今、説明および調査結果の報告がありました。この件について、ご質問

はございませんか。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

会 長  質問が無いようでありますので、採決いたします。申請のとおり、決するこ

とに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

〔 挙手全員 〕 

会 長  挙手全員と認めます。よって、非農地証明の 1 及び 2 については、証明す

ることに決しました。 

 農用地利用集積計画  

会 長  日程第 8、意見第 1 号、「農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用権集

積計画の承認について（一括方式）」を議題といたします。事務局の説明をお願

いいたします。 

事務局  それでは意見第 1 号、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用権集積
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計画の承認についてです。1 枚めくっていただくと集計表がございます。2ペ

ージ目からご覧下さい。番号は 1 番。農地の所在は都治町●●●●番●、地目

は田、面積が●●●●㎡です。利用権設定する者が●●●●さん、●●市●●

町●●●番地です。利用権設定を受ける者が●●●●●●、●●市●●町●●

●番地●です。利用目的は田でございます。貸借期間は令和 5 年 6 月 1 日か

ら令和 15 年 12 月 31 日、10 年 7 ヶ月です。使用貸借で中間管理事業で

す。次に 2番です。農地の所在は都治町●●●番●、地目は田、面積が●●●

㎡、都治町●●●番●、地目は田、面積が●●●●㎡、都治町●●●番●、地

目は田、面積が●●●●㎡です。利用権設定する者が●●●●さん、●●市●

●町●●●番地です。利用権設定を受ける者が●●●●●●、●●市●●町●

●●番地●です。利用目的は田でございます。貸借期間は令和 5 年 6 月 1 日

から令和 15 年 12月 31日、10 年 7 ヶ月です。使用貸借で中間管理事業で

す。次に 3番です。農地の所在は都治町●●●●番●、地目は田、面積が●●

●●㎡です。利用権設定する者が●●●●さん、●●市●●町●●●番地です。

利用権設定を受ける者が●●●●●●、●●市●●町●●●●番地●です。利

用目的は田でございます。貸借期間は令和 5 年 6 月 1 日から令和 15 年 12

月 31 日、10 年 7 ヶ月です。使用貸借で中間管理事業です。次に 4 番です。

農地の所在は都治町●●●●番●、地目は田、面積が●●●●㎡です。利用権

設定する者が●●●●さん、●●市●●町●●●●番地です。利用権設定を受

ける者が●●●●●●、●●市●●町●●●●番地●です。利用目的は田でご

ざいます。貸借期間は令和 5 年 6 月 1 日から令和 15 年 12 月 31 日、10

年 7 ヶ月です。使用貸借で中間管理事業です。次に 5 番です。農地の所在は

都治町●●●●番●、地目は田、面積が●●●●㎡、都治町●●●●番●、地

目は田、面積が●●●●㎡です。利用権設定する者が●●●●さん、●●市●

●町●●●番地●です。利用権設定を受ける者が●●●●●●、●●市●●町

●●●●番地●です。利用目的は田でございます。貸借期間は令和 5 年 6 月

1 日から令和 15 年 12 月 31日、10 年 7ヶ月です。使用貸借で中間管理事

業です。次に 6番です。農地の所在は都治町●●●番●、地目は田、面積が●

●●●㎡です。利用権設定する者が●●●●さん、●●市●●町●●●番●●

地です。利用権設定を受ける者が●●●●●●、●●市●●●町●●●●番地

●です。利用目的は田でございます。貸借期間は令和 5 年 6 月 1 日から令和
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15 年 12 月 31 日、10 年 7 ヶ月です。使用貸借で中間管理事業です。次に

7 番です。農地の所在は波積町本郷●●●番●、地目は田、面積が●●●㎡で

す。利用権設定する者が●●●●さん、●●●市●●●町●●●番地です。利

用権設定を受ける者が●●●●さん、●●市●●町●●●番地●です。利用目

的は田でございます。貸借期間は令和 5年 6月 1日から令和 15年 12月 31

日、10 年 7 ヶ月です。使用貸借で中間管理事業です。次に 8番です。農地の

所在は波積町本郷●●●番●、地目は田、面積が●●●●㎡です。利用権設定

する者が●●●●さん、●●市●●町●●●番地●です。利用権設定を受ける

者が●●●●さん、●●市●●町●●●番地●です。利用目的は田でございま

す。貸借期間は令和 5 年 6 月 1 日から令和 15 年 12 月 31 日、10 年 7 ヶ

月です。使用貸借で中間管理事業です。次に 9 番です。農地の所在は都野津町

●●●番、地目は田、面積が●●●●㎡です。利用権設定する者が●●●●さ

ん、●●市●●町●●●番地●●です。利用権設定を受ける者が●●●●さん、

●●市●●町●●●番地●です。利用目的は田でございます。貸借期間は令和

5 年 6 月 1 日から令和 15 年 12 月 31 日、10 年 7 ヶ月です。使用貸借で

中間管理事業です。以上です。 

会 長  ただ今、事務局より説明がありましたが、この計画を定めることについて、

江津市より農業委員会の意見を求められているものであります。この件につい

て、ご質問等はございませんか。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

会 長  質問等が無いようでありますので、採決をいたします。承認される方の挙手

をお願いいたします。 

〔 挙手全員 〕 

会 長  挙手全員と認めます。よって、意見第 1号「農業経営基盤強化促進法に基づ

く農用地利用権集積計画の承認について（一括方式）」は、承認されましたの

で、江津市に「異議なし」と回答いたします。 

会 長  次に、意見第 2 号、「農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用権集積計

画の承認について（利用権貸借）」を議題といたします。事務局の説明をお願い

いたします。 

事務局  それでは意見第 2 号です。農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用権

集積計画の承認についてです。先ほどと同じように 1ページ目には、集計表が
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ございます。次の 2 ページをご覧下さい。番号 1 番です。農地の所在は桜江

町江尾●●●番●、地目は田、面積が●●●●㎡です。利用権設定する者が●

●●●さん、●●市●●●町●丁目●●番地です。利用権設定を受ける者が●

●●●さん、●●市●●町●●●番地です。使用貸借で、期間は 3年でござい

ます。次に 2 番、農地の所在は松川町上津井●●●番●、地目は田、面積が●

●●●㎡、松川町上津井●●●番●、地目は田、面積が●●●●㎡、松川町上

津井●●●番●、地目は田、面積が●●●●㎡、松川町上津井●●●番●、地

目は田、面積が●●●●㎡、松川町上津井●●●番●、地目は田、面積が●●

●●㎡です。利用権設定する者が●●●●代表相続人、●●●●さん、●●市

●●町●●●番地●です。利用権設定を受ける者が●●●●さん、●●●市●

●町●●●番地です。使用貸借で、期間は 3 年です。以上です。 

会 長  ただ今、事務局より説明がありましたが、この計画を定めることについて、

江津市より農業委員会の意見を求められているものであります。この件につい

て、ご質問等はございませんか。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

会 長  質問等が無いようでありますので、採決をいたします。承認される方の挙手

をお願いいたします。 

〔 挙手全員 〕 

会 長  挙手全員と認めます。よって、意見第 2 号、「農業経営基盤強化促進法に基

づく農用地利用権集積計画の承認について（利用権貸借）」は、承認されました

ので、江津市に「異議なし」と回答いたします。 

 その他  

会 長  日程第 9、その他について総会に諮るべき案件がございますか。 

事務局  事務局から、農業委員・農地利用最適化推進委員さんの公募の状況の報告を

させていただきます。このたび７月の任期満了にあたり、３月１日から 31日

までの 1か月間で募集をいたしまして、それぞれ 11人ずつの推薦及び応募を

いただいたところです。推薦及び応募いただきましたみなさま、ありがとうご

ざいました。今後、農業委員については 6 月議会で任命の同意を得て、7 月

24 日の総会で任命、推進委員については 7 月 24日の総会で委嘱ということ

になりますのでよろしくお願いいたします。以上です。 
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会 長  その他、皆さんの方から何かございますか。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

会 長  それでは、その他、事務連絡等は総会終了後に行います。以上で本日の日程

のすべてを議了いたしました。これをもちまして、令和 5 年度、第 2 回江津

市農業委員会総会を閉会といたします。なお、次回の開催は 6月 2１日の水曜

日、江津市総合市民センターで開催いたしますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

〔 閉会 午前 10時 30分 〕 

 

 

 以上議事の顛末を記載し、これに間違いないことを認証するために署名する。 
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